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1序 論

家政学の将来 と家政科教育のあ り方について考

察 を進める過程で,家 庭に始まり,生 活 と文化の

意味を考え直 し,最 後に民主主義で結ぶ結果 とな

った。論文のテーマが,「 家政学 と家庭」 か ら

「生活 ・文化 と家政学」に移 り
,「民主主義と家

政学」で終るのは予定 しなかったことである。前

に述べたことを記憶に留めるために,前2編 の内

容を要約 して次に挙げる。

(1)女 子専科の教育で始 まった家政学が,社 会

の民主化が進むにしたがって,教 科目と内容

も改革され,男 子にも開放されつつあること。

(2)家 庭 は 天 の 摂 理(THEECONOMYOF

NATURE)に 基づいて営 まれる共同生活の

場であ り,生 活の原点であること。

(3)膨 張する生活圏と多様化する生活様式 とと

もに家政科の教科 目が拡散 し,内 容(特 に衣

食住の生活技術関係の教科)の 希薄化が進ん

でも,家 政学の重点は家庭関係の教科目であ

るか ら,家 政学 の名 稱 をHOMEECONO-

MICS以 前のDOMESTICSSCIENCE(生 活科

学)に 変える必要はないこと。

(4)必 要悪は文化から除かれるかとの疑問。

日常,多 用される言葉ほど,そ の意味に私

達は無関心であるように感ずる。例えば 「生

活」や 「文化」 もそうであるが,「 民主主義」

は見聞きしない日がない程に多用されている

のに,そ の解釈には個人差が多 く,民 主主義

の映像は呆けている。「始めに言葉あ りき」

といわれるように,民 主主義思想も思考錯誤

によって修正されるからであろう。そこで,

民主主義と類似する自由主義の興った背景と

沿革を調べ,現 実の事例を参考にして,民 主

主義 と関係の深い用語の解明に努めれば,民

主主義の実像に近づき,厂文化的」 と 「民主

的」の語意に対する疑問も解けるものと期待

する。

2民 主主義と自由主義

家政学の元祖であるOIKONOMIAの 発祥 と同

じ頃の西暦紀元前に,同 じギリシャの古代都市国

家で,人 権の平等に気付いた民衆が,貴 族,富 裕

者の特権階級による専制政治体制を主権在民の庶

民政治体制に変えようと蜂起 したのが民主主義の

起源であると言われる。当時の民主主義 は,多 数

決の原理に基づいて民衆が政治に直接参加するい

わゆる直接民主主義(ダ イ レク ト・デモクラ

シー)で,無 知な大衆による衆愚政治の代名詞と

して侮られたようである。その後,ル ネッサンス

期(14～16世 紀)に 興った産業文化革命 とともに

自由主義(リ ベラリズム)の 思想が生まれて,信

教の自由を認める宗教革命に導 き,大 衆に広 く浸

透したので,自 由主義が政治の理想と考えられれ

ていたが,特 権階級の政治への参加を否定し,自

由放任で統制困難に陥り,衆 愚政治と同様の結果

をもたらした。自由主義の思想は,人 間は本来,

自由であ り,他 人から拘束:強 制されるべ きでな

いと考ネる個人主義が集団主義に発展 したもので,

思想,政 治,経 済活動の自由を強調 した。19世紀

になって,労 働によって得た資産に対する所有権

の不可浸性 と経済活動を無制限(自 由)に 認める
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資本主義に修正 された結果,自 由と平等 をモ ッ

トーとする現代の間接民主主義(イ ンデレク ト・

デモクラシー)に 生まれ変わったと言われる。

民主政治を 「人民の,人 民による,人 民のため

の政治」 と簡潔に表現 したのは,米 国第16代 大統

領 リンカー ンで,第 一次世界大戦(1914～1918

年)へ の米国の参戦を 厂民主主義 を守るための正

義の戦い」と宣言 した第28代 ウィルソン大統領や,

今春の湾岸戦争に多国籍軍の参加 を主導 したブッ

シュ現大統領も同様の理由で米国の参戦を正当化

している。これらの事から,民 主主義が実践的で

現実的である姿が浮かび上がる。

日本で民主主義の息吹きが感 じられるようにな

ρたのは18世紀ごろで,19世 紀には 「女大学」シ

リーズの家政学書や論文が発刊されて民主主義の

輪郭が或る程度はっきりしてきたが,第2次 世界

大戦が終る1945年 までめ永い間,・教育の基準 も,

主従,貴 賎を認めて,差 別する儒教的道徳観によ

るものであった。戦後,約 半世紀に亘って,民 主

主義を合言葉に,家 庭から社会のすべてに改革が

進められてきたわけであるが,困 難や障害の現実

に遭遇 した際,民 主主義の適用についてコンセン

サスを得ることが困難であることから,民 主主義

が定着するのは未だ遠い先のように感ずる。次に,

民主主義の二大原則と言われる,自 由と平等の解

釈に入る前に,関 連用語について述べる。

3関 連用語

(1)庶 民

庶 民(ピ ー プル)は 一般 大 衆 を意 味 し,民 主主

義 で は,一 人,一 人 の 力 は 少 数 の エ リー ト(選

良)に 劣 る,弱 い 民衆 と解 釈 さ れ る よ う にな った。

(2)数 と価値観

人権の平等を理由に,弱 くても数の多い庶民の

意見を尊重する主権在民の政治思想が民主主義で

あ り,「多数決」の理論に基づ くものである。最

近では少数意見でも正 しい場合があるとの理由で,

少数意見を無視することは非民主的であるとの考

えが拡がってきた。又,数 の少ないもの程,価 値

があると考える稀少価値に類似する観念 もある。

男女の数が近似するのは 「自然の摂理」によるも

のであろうが,数 のバランスが大 きく崩れると男

女平等の人権 も根據を失なうのではないだろうか。

(3)公 平と公正

大多数が平等であると認めることを公平 と言い,

正 しいとみとめることを公正といっているが,前

記の通 り,少 数意見が正 しい場合があることを考

えると,必 ず しも真の平等や真の正義 と一致する

とは限らず,価 値観の相違で判断も異なるもので

あろう。

4自 由とは

自由とは自己の意志に従うことであり,生 まれ

なが らにして各人に平等に与えられた基本的人権

である。自由には 「欲望を満足 したい」積極的な

願望 と 「制限,拘 束されたくない」否定的な拒絶

感の両面があ り,個 人的の意志に基づ くものであ

るが,集 団の意志,権 利 として も認められる。然

し,自 由は,社 会秩序を守るために,平 等に制限

されるのが常識(社 会通念)で ある。基本的人権

としての自由は,生 きる(生 活する)権 利であり,

生活は一生の所作であるから,多 種,多 様で,生

存 して意識のある限 り続 くものである。表現 を変

えると,「生き方 と死に方を選ぶ権利」であるが,

自然死以外は,自 己にも,他 人に対 しても,人 為

的に死を早めたり,本 人の意志に反 して延命措置

を施す権利 を認めない倫理観 もある。万物(宇

宙)は 造物主(神)に よって 「造られた」 と考え

る 「創造論」 と,進 化 と分化を続けて自然に 「で

きた」 と論ずる 「進化論」の何れを採るかで,生

命 と人権に対する価値観が異なるとも考えられる。

日常,私 達が多 く用いる自由は,思 想,表 現,結

社の自由等,見 たい,聞 きたい等の欲望 を充たし

たい自由や,断 わ りたい,開 放されたい,隠 した

い等の個人的願望から集団的の自由まで種々考え

られる。
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自由と人権の尊さは,そ れが失われた時に痛切

に悟 るものであると言われる。その意味で自由の

反語である制限,規 制,束 縛,拘 束,強 制等の用

語を併せて考察する。

明治の元勲,板 垣退助の广「板垣死すとも自由は

死せず」の名言 や,米 国の南北戦争(1861～

1865)の 勇者,ヘ ンリ・一・バ トリックが 、「我に自

由を,然 らずんば死を与えよ」と叫んだ言葉には,

自由の尊 さが,よ く表現 されている。又,最 近の

ブ ッシュ大統領が施政方針 として 「自由と家庭 を

最も大切にする政治を行 う」 と演説 したことでも

自由の貴重さを更めて感 じた。

次に自由と 「フリー」の用語の例をあげて,そ

の意味を述べる。

イ 伝統,偏 見,因 習,権 威にとらわれない意

例 自由州,自 由国家,自 由世界

ロ 自主的の意

例 思想,言 論,出 版,行 動の自由

ハ 取引きの方法と価格が統制されない意

例 自由市場,自 由貿易,自 由販売

二 指定されない,資 格の要らない意

例 自由席,自 由品目,自 由選択

ホ 自発的の意

例 自由奉仕,自 由裁量

へ 哩無料,無 税の意 歪

例 入場 自由,免 税(フ リー ・オブ ・タック

ス)

ト スポーツで動作,形 式,用 具選択の自由の

意

例 自由体操,自 由型(水 泳)

チ 暇 な(レ ジャー),勤 務時間外で拘束 され

ない意

例 自由時間,自 由行動(フ リー ・アクショ

ン)

リ 屈託のない,素 直の意

例 自由意見,自 由討論

ヌ 文字に捉われない意

例 自由解釈

ル 寛大の意
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例 自 由姿 勢,自 由服 装

オ 通 行,参 加 の 自由 の 意

例 自 由 通 行(フ リー パ ス),自 由 参 加(ブ

リーエ ン トリー)

ワ 無 遠 慮 の 自制 心 の な い意

例 自 由 放 言(フ リー ・ス ピ ー チ),だ ら し

な い態 度(フ リー ・マ ナ ー)

力 自 由 恋 愛(ブ リ亀 ・ラブ),正 式 結 婚 で な

い場 合 の フ リー セ ック ス

ヨ 自治 権 の あ る意

例 中世 の イ タ リヤ,ド イ ツの 自 由都 市(ベ

ニ ス,フ ロ ー レ ンス,ゼ ノ ア,ハ ン ブル

グ,ブ レー メ ン,ダ ンッ ィ ッヒ)

タ 自然(重 力)に よ る の意

例 「自由落 下 」

レ 動 き回 れ る遊 離 した(物 理 学)の 意

例 「自 由空 間」 「自 由面 」

以 上,こ の 外 に も沢 山 あ げ られ るが 割 愛 す る。

5平 等 について

民主主義における平等は主として人権の平等を

意味する。平等を現実の世界に適用する場合には,

その解釈が難しい。大多数 く公)が 認める平等を

公平 と言うが,真 の平等を求めて止 まないのが民

主主義であろう。又,大 多数が正 しいと認めるこ

とを公正 というが,し ばしば公平 と同意義に用い

られる。真の平等を求めることの難 しさは,元 来,

人間は不平等であるからである。具体的には,生

まれなが らにして,性 別,体 力,知 能,容 姿等の

差異があり,成 長するにしたがって体格も変 り,

健康状態 も一様でないのが普通であ り,貧 富,地

位,人 種,宗 教,生 活習慣等の違いがあ り,そ れ

ぞれに応ずる平等 とは何であるか判断 し難い。平

等の意味を理解するには,そ の反語である差別を

考えればよい。差別は人権の平等を認めないこと

であ り,自 己と他人を差別する個人主義が,家 庭,

団体,派 閥,民 族,国 へと拡がるものである。自

己の利益 を他人のそれより優先 させるのは人情の

自然であるが,そ の差が開き過 ぎたり,表 面に出



ると,不 利な側に不満がうっ積 して争いの因とな

る。差別意識には,優 越感 と劣等感が伴い,自 身

過剰や自身喪失が原因とも結果 ともなる。差別意

識の対象は欲望に始まり,老 若,性 別,体 力,容

姿,知 力,財 力,地 位,思 想,宗 教,血 縁,人 種,

民族,国 籍等,多 種,多 様である。差別感の例を

企業関係で挙げると,職 能と責任の相違による階

級差,能 力差による報酬の多少,学 歴偏重と性別

に基づ く昇進の違い等で不公平 と感 じられる場合

が多 く,こ れを,公 平,公 正に処理することは難

しい。然 し,能 力,責 任の差を認めないことも不

公平である。差別することが,却 って,公 平にな

る例は多い。スポーツで弱者に特典を与えて優勝

のチャンスを授けた り,ハ ンデキャップ(不 利)

を考慮 して組分け(性 別,年 令等)す ること等で

ある。何れにしても,そ れらの違いに拘わらず人

権の平等を認識することが大切である。弱い者を

いじめた り,性 的不快感を与える侮蔑(セ クシュ

アル ・ハラスメント)等 は人権の平等を認識 しな

いための行為であ り,幼 児教育の欠陥に因るもの

と解釈する。人権の平等(差 別の排除)は 個人か

ら,家 庭,企 業経営,政 治等,社 会全般で絶えず

配慮すべき重要な課題であると考える。

6民 主主義と平和

もめごとや戦いがある時ほど,民 主主義の声が

大きく聞こえてくるようである。これは,民 主主

義が平和 に関係が深いだけでなく,民 主主義を守

ることの難しさを意味するものであろう。民主主

義を守れば争いが少 くで きることは理解 し易いが,

争いが絶 えないのが現実である。それは,民 主主

義の原則である自由と平等を程よく調整すること

が難しいためであろう。自由は元来,抑 制されな

い意味であ り,そ れ故に尊い人権であると考えら

れるが,人 権は平等に与えられたものであるから,

無制限に自由を許せば他人の人権を侵害 して平等

の原則が崩れ,平 和を乱すことになる。これは,

自由と程 よく調整するのが難しいためである。

民主主義 を徹底することの困難は,自 由と平等
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のバランスを取ることの難しさであり,そ れ故に

争いや犯罪が無 くならないと考えられる。平等を

重視 し過 ぎて,権 力で自由を抑制 された庶民が急

に開放されて自由の権利 を取 り戻 した時に,反 乱

を起こしたり,自 由主義経済で無統制の困乱と犯

罪が多発することは最近よく見 られる現象である。

又,不 平等 と差別が犯罪と争いを起 し,平 和 を乱

す原因となることは明らかである。

前項で述べたように,能 力,性 別,貧 富,不 平

等 と差別が多過ぎる程ある現実の社会で,人 権の

平等を守れないことに対する弱い立場にある者の

抱 く不公平感と欲求不満が争いの原因である。こ

の不公平感と不満を出来る限り少なくするように

努める思想を民主主義 と言 うのであろう。人間の

欲望は限りがないと言われる。欲望は進歩の原動

力であり,文 明の発達には欠かせないものである

が,公 の利益をもたらす ものと私利,私 欲とがあ

る。私利私欲は種々雑多であり,他 人又は他国の

資産を不法に(力 によって)奪 う欲望が,争 いの

最 も大きな原因となるようである。その外に,自

尊心を傷つけられたことによる感情的の対立,差

別されたことに対する憎悪感等,争 いの原因は多

く,何 れも,人 権や所有権の侵害に当ると解釈さ

れる。国際間の平和を乱す原因は一層複雑である。

民族自決の権利に基づいて他民族による支配から

脱けようとする民族対立の紛争も,そ の例である。

現在,ソ ビエ トやユーゴスラビヤで見られる連邦

離脱と独立のための紛争 も同 じ原因によるもので

あろう。人間の歴史は戦火にまみれているが,平

和への希求も絶えることがない。ルネッサンスの

人文主義者エラスムスや,カ ントも暴力と流血の

愚か しさを繰 り返 し説いた。第一次大戦に参加し

た哲学者アランは 「侵略的精神が完全に駆逐され

るならば,平 和は実現されるだろう。脅威を与え

ない国民は,決 して攻撃など受けはしない。」 と,

その著者 「わが思索のあと」で主張している。問

題は政治指導者がこの 「平均的人間の法則」を,

いかに,正 しく,政 策に反映させるかである。こ

れを実現させるためにも,又,独 裁者の無謀な行



動を防 ぐのも,民 主主義の徹底以外に途はないと

識者は説いている。

7結 論

以上,多 くの言葉を使って民主主義を模索 して

きたが,主 観的の所感を述べる。

(1)思 想(イ デオロギー)は,等 しく,理 想 を

目標 として,思 考錯誤を続けるものであるが,

民主主義 も現実と理想の間に絶えず揺れ動い

ている感 じがする。これは,最 近,東 欧で見

られる激変が実証 している。

(2)民 主主義で,自 由と平等の外に,一 貫 して

求められているのは正義であると感ずる。

民主主義で言う正義は主として弱い者の人

権を守ることであろう。

(3)民 主主義は実践の哲学であること。儒教の

「行学二道」の教えの通 り
,民 主主義も理解

するだけで実行が伴わなければ価値がない。

(4)民 主主義を守るには,勇 気と行動力を必要

とするが,時 には武器を用いる場合があり,

これは 厂必要悪」 と言われる。文化から必要

悪を排除するのは願望であ り,教 養に富んだ

人でも,弱 い者を救うべきときに傍観 して手

を貸さなければ,文 化人とは言えず,貧 苦に

喘ぐ避難民を援けなければ文明国で も,文 化

国家には値 しない。

(5)民 主主義は自由と平等のバランスが取れな

いと守れない。初期の民主主義が平等に偏っ

て衆愚政治となり,そ の後の自由主義が自由

放任に陥って収拾がつかなかったことで もわ

かる。又,強 者 と弱者を平等の条件で競走さ

せずに弱者に特典(ハ ンディキャップ)を 与

えることや,,組み分けることが公平になるこ

と等である。

(6)民 主主義の弱点は 「礼節」と 「報恩」の精

神を強調 しないことであると感ずる。これは,

宗教によって補われるであろうが,平 等感で

礼節(マ ナー)が 薄れ,世 話になった人に対

する恩を忘れがちになるように思う。
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(7)国 際間の平和 も家庭の平和なくしては達成

できず,国 政の基本 も家庭であることを強調

したい。民主主義 とは一言でいえば 「思いや

りの思想」であり,幼 児教育から成人教育ま

で育成に努力すべ き徳操である。特 に家政科

教育では,絶 えず発生 している犯罪や,紛 争

を教材 として,民 主主義を組込んだ情操教育

を実施すべきものであると考える。
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